
上位下請事業者が建設キャリアアップシステムに未登録の場合の施工体制登録の
対応方法

CCUSの就業履歴蓄積方法

元請事業者が現場情報を登録し、当該現場に入場する下請事業者が全てCCUSに登録されている状態で施
工体制登録を行い、各事業者で当該現場に入場する所属技能者の作業員登録を行うことで、技能者の就業
履歴を蓄積することが可能。

【現状の課題】
元請事業者が現場情報を登録した現場において、一部のCCUS未登録の上位下請事業者が施工体制登録を
できないことにより、その下位に位置する下請事業者が施工体制登録できず、結果、当該下位下請事業者
に所属する技能者が就業履歴を蓄積できない。

※ここにご案内する方法は、上位下請事業者がCCUS事業者登録を行ってない等の理由により適切な施工体制登録行えない
場合の暫定的な措置です。元請事業者の方は、引き続き、下請事業者のCCUS登録を推奨し次数順に適切な施工体制登録を
完成いただくようお願いいたします。
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本資料では、未登録事業者がいる場合の施工体制登録をどのように扱うか等を、 2021年4月に追加され
る機能による方法（１）と現在のCCUSにおける対応方法（２）の２つの方法をご案内します。
(１)CCUS未登録事業者も含めて施工体制に登録する方法（令和３年４月～） 2 ページ
(１)の未登録事業者をCCUS登録後に施工体制に登録する方法 （令和３年6月～） 3 ページ

(２)未登録事業者を除外して施工体制に登録する方法 4 ページ
(2)の未登録事業者をCCUS登録後に施工体制に登録する方法 5 ページ

〈参考〉
(2)のCCUSでの施工体制登録の作業手順 6 ページ
(2)の施工体制登録から出力した施工体制台帳の修正例 9ページ



CCUS未登録事業者の「事業者名のみ」を施工体制登録（「記載登録」）が可能となり、CCUS
上でも実際の施工体制通りに未登録事業者及び下位下請事業者を含めて施工体制登録を行うこ
とが可能。

実際の施工体制 元請 Ａ社 Ｃ社 Ｅ社

一次下請 二次下請 三次下請 四次下請 五次下請

Ｂ社 Ｄ社

Ｄ社
（未登録）
事業者名
のみを記載

Ｂ社
（未登録）
事業者名
のみを記載

元請 Ａ社 Ｃ社 Ｅ社CCUSでの施工体制

上位下請事業者が建設キャリアアップシステムに未登録の場合の施工体制登録の
対応方法

〈留意点〉
・CCUS未登録事業者は、施工体制に技能者の登録はできません。したがって、当該事業者に所
属する技能者については、事業者名や職種・職位が付された就業履歴の蓄積が可能となるのは
当該事業者が施工体制登録された後となります。
※未登録事業者をCCUS登録後に施工体制に登録する方法は次ページをご参照ください。

(１)CCUS未登録事業者も含めて施工体制に登録する方法（令和３年４月～）

例：二次下請と四次下請の事業者がCCUSの事業者未登録の場合

【対応方法】
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Ｄ社
（未登録）
事業者名
のみを記載

Ｂ社
（未登録）
事業者名
のみを記載

一次下請 二次下請 三次下請 四次下請 五次下請

元請 Ａ社 Ｃ社 Ｅ社CCUSでの施工体制

上位下請事業者が建設キャリアアップシステムに未登録の場合の施工体制登録の
対応方法

Ｄ社
（未登録）
事業者名
のみを記載

Ｂ社
事業者ＩＤ
を登録する
ことにより
施工体制に
登録

元請 Ａ社 Ｃ社 Ｅ社CCUSでの施工体制
の変更後

・ CCUSのシステムの改修を行い、前ページ(１)の方法にて事業者名のみ施工体制に記載登録され
た事業者が、CCUSに登録を完了した後に「ID」を施工体制に登録する方法です。これにより、当
該事業者に所属する技能者の作業員登録や所属事業者名や職種・職位が付与された就業履歴の蓄積
を行うことができます。
なお、この施工体制の登録操作は、直近（直上）上位事業者が行うこととなります。

〈例〉Ｂ社がCCUSの施工体制に「事業者名のみ」を登録し、その後現場運用中にＢ社がCCUS登
録した後にそのB社の登録情報を施工体制に組込みたい場合は、上位事業者のＡ社がＢ社の事業者
ＩＤ等を施工体制上に登録する。その場合、下位事業者(C社・E社)の次数の変更や登録やり直し
が不要。

(１)の未登録事業者をCCUS登録後に施工体制に登録する方法（令和３年６月～）
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【対応方法】

元請 Ａ社 Ｂ社
（未登録） Ｃ社 Ｄ社

（未登録） Ｅ社実際の施工体制

一次下請 二次下請 三次下請 四次下請 五次下請

元請 Ａ社 Ｃ社 Ｅ社CCUSでの施工体制

一次下請 二次下請 三次下請

〈留意点〉
・実際の施工体制とは異なる次数が登録されることとなりますので、施工体制台帳等の帳
票を出力し使用する場合は、 Excelファイルに未登録事業者を追加記載するなどの修正を行
ってください。 ※9ページ参照

(２)未登録事業者を除外して施工体制に登録する方法
例：二次下請と四次下請の事業者がCCUSの事業者未登録の場合

未登録下請事業者（例は二次下請と四次下請）を除外し、登録事業者のみで施工体制登録を
行います（実際の請負次数を変更し、未登録事業者以下の各登録事業者の次数を繰り上げて登
録）。
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上位下請事業者が建設キャリアアップシステムに未登録の場合の施工体制登録の
対応方法



上位下請事業者が建設キャリアアップシステムに未登録の場合の施工体制登録の
対応方法

[対応方法]
・当初施工体制登録時にCCUS未登録事業者（B社、D社）が現場運用中に、CCUS登録し、CCUS
の施工体制に組込みたい場合、現状の施工体制登録を削除し、改めて登録し直す必要がある。

元請 Ａ社 Ｃ社 Ｅ社

未登録事業者であ
ったＢ社、Ｄ社の
ＣＣＵＳ登録後の
施工体制への登録

一次下請 二次下請 三次下請 四次下請 五次下請

Ｂ社 Ｄ社

再登録

元請 Ａ社 Ｃ社 Ｅ社CCUSでの施工体制

一次下請

削除
二次下請 三次下請

元請 Ａ社 Ｂ社
（未登録） Ｃ社 Ｄ社

（未登録） Ｅ社実際の施工体制

一次下請 二次下請 三次下請 四次下請 五次下請

(2)の未登録事業者をCCUS登録後に施工体制に登録する方法

元請 Ａ社 Ｃ社 Ｅ社CCUSでの施工体制

一次下請 二次下請 三次下請

[現状の運用]
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＜参考＞
(２)のCCUSでの施工体制登録の作業手順-1

6

➀ＩＤとパスワードを入力し、
ログインをクリックします。
事業者責任者または階層管理者
のＩＤで操作可能です。

1

2

3

⓶「620_施工体制登録メニュ
ー」をクリックします。
⓷「40_承認要請リスト」をク
リックします。



＜参考＞
(２)のCCUSでの施工体制登録の作業手順-２

7

5

Ａ社

4

④検索ボタンを押します。
※あらかじめ表示されているケ
ースもあります。
⑤確認ボタンを押します。

7

⑦自社の保存用として、工事名
称・工事内容を入力し、更新ボ
タンを押します。（任意） ⑥編集ボタンを押します。

8
⑧承認ボタンを押
します。

6

5

Ａ社
Ｃ社

Ａ社



＜参考＞
(２)のCCUSでの施工体制登録の作業手順-3
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10

11

12Ａ社
Ｃ社



＜参考＞
(２)の施工体制登録から出力した施工体制台帳の修正例
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現場S11-4 10457827551471 工事担当技術者

事 業 者 ID

元 請 会 社 名

57119249111122

元請

事 業 者 ID

会 社 名

57119249075522

Ａ社

事 業 者 ID

会 社 名

57119249070022

Ｃ社

事 業 者 ID

会 社 名

生 年 月 日    年   月   日 生 年 月 日    年   月   日 生 年 月 日    年   月   日 生 年 月 日

主 任 技 術 者監 理 技 術 者 主 任 技 術 者 主 任 技 術 者

57119249072222

Ｅ社

官庁工事においては、平成13年3月30

日付、国官技第30条により作成すること

が義務づけられた。

事 業 者 ID

会 社 名

57119249075522

○☓△（株）

事 業 者 ID

会 社 名

67119249075522

△○☓（株）

【写真貼付欄】
【写真貼付欄】 【写真貼付欄】 【写真貼付欄】

選 任 区 分 選 任 区 分 選 任 区 分

生 年 月 日    年   月   日 生 年 月 日    年   月   日 生 年 月 日    年   月   日

【写真貼付欄】 【写真貼付欄】 【写真貼付欄】

選 任 区 分 選 任 区 分 選 任 区 分

主 任 技 術 者 主 任 技 術 者 主 任 技 術 者

事 業 者 ID

会 社 名

87119249075522

☓○☓（株）

【写真貼付欄】 【写真貼付欄】 【写真貼付欄】

　　施工体制台帳（工事担当技術者）
現場S11-4 10457827551471 工事担当技術者

事 業 者 ID

会 社 名

57119249075522

○☓△（株）

事 業 者 ID

会 社 名

67119249075522

△○☓（株）

事 業 者 ID

会 社 名

87119249075522

☓○☓（株）

57119249070022

Ｃ社

事 業 者 ID

会 社 名 Ｄ社 事 業 者 ID

会 社 名

57119249072222

Ｅ社

事 業 者 ID

会 社 名

57119249075522

Ａ社

事 業 者 ID

会 社 名 Ｂ社 事 業 者 ID

会 社 名

選 任 区 分 選 任 区 分 選 任 区 分

生 年 月 日    年   月   日 生 年 月 日    年   月   日 生 年 月 日    年   月   日 生 年 月 日

主 任 技 術 者 主 任 技 術 者

生 年 月 日    年   月   日 生 年 月 日

選 任 区 分 選 任 区 分

【写真貼付欄】 【写真貼付欄】

　　施工体制台帳（工事担当技術者）

【写真貼付欄】
【写真貼付欄】 【写真貼付欄】 【写真貼付欄】

官庁工事においては、平成13年3月30

日付、国官技第30条により作成すること

が義務づけられた。

主 任 技 術 者 主 任 技 術 者 主 任 技 術 者

生 年 月 日    年   月   日 生 年 月 日    年   月   日 生 年 月 日    年   月   日

選 任 区 分 選 任 区 分 選 任 区 分

事 業 者 ID

元 請 会 社 名

57119249111122

元請

監 理 技 術 者 主 任 技 術 者 主 任 技 術 者 主 任 技 術 者

実際の施工体制は、三次下請けである「Ｃ
社」が二次下請に、五次下請である「Ｅ社」
が三次下請に登録されて出力されている。

ＣＣＵＳからＥｘｃｅｌファイルで出力され
た施工体制台帳に、「Ｂ社」と「Ｄ社」を追
加記載し、実際の施工体制に修正して使用し
てください。

追加記載 追加記載

ＣＣＵＳから出力された施工体制台帳の例

ＣＣＵＳから出力された施工体制台帳の修正例


